
条例に違反した広告物は除却されます！ 

札幌市屋外広告物条例により「はり紙」「はり札」「立
看板」を、電柱、街路灯、街路樹、ガードレールなどの道路
上の工作物等に掲出することは 禁止 されています。 
また、「広告旗」（これを支える台を含む）を、これらの

物件に取り付けたり、道路（歩道）上に置くことは 禁止
されています。 

これらの違反広告物は、屋外広告物法に基づき除却されます 

《除却・指導に関するお問合せ先》 
中央区土木部維持管理課 ℡614-1800 豊平区土木部維持管理課 ℡851-1681 
 北 区土木部維持管理課 ℡771-4211 清田区土木部維持管理課 ℡888-2800 
 東 区土木部維持管理課 ℡781-3521  南 区土木部維持管理課 ℡581-3811 
白石区土木部維持管理課 ℡864-8125  西 区土木部維持管理課 ℡667-3201 
厚別区土木部維持管理課 ℡897-3800 手稲区土木部維持管理課 ℡681-7411 

《制度（条例）に関するお問合せ先》 
札幌市建設局道路管理課 ℡211-2452 
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条例に違反した広告物は除却されます！


